
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
決
議

平
成
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十
年
六
月
六
日
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昨
年
九
月
、
国
連
に
お
い
て
「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
」
が
、
我
が
国
も
賛
成
す
る
中
で
採
択
さ
れ
た
。

こ
れ
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
長
年
の
悲
願
を
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
趣
旨
を
体
し
て
具
体
的
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
、

国
連
人
権
条
約
監
視
機
関
か
ら
我
が
国
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

我
が
国
が
近
代
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、
多
数
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
、
法
的
に
は
等
し
く
国
民
で
あ
り
な
が
ら
も
差
別
さ
れ
、

貧
窮
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
、
私
た
ち
は
厳
粛
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
べ
て
の
先
住
民
族
が
、
名
誉
と
尊
厳
を
保
持
し
、
そ
の
文
化
と
誇
り
を
次
世
代
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
は
、
国
際
社
会
の

潮
流
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
国
際
的
な
価
値
観
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
が
二
十
一
世
紀
の
国
際
社
会
を
リ
ー
ド
し

て
い
く
た
め
に
も
不
可
欠
で
あ
る
。

特
に
、
本
年
七
月
に
、
環
境
サ
ミ
ッ
ト
と
も
言
わ
れ
る
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
が
、
自
然
と
の
共
生
を
根
幹
と
す
る
ア
イ
ヌ
民
族
先

住
の
地
、
北
海
道
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
は
、
誠
に
意
義
深
い
。



政
府
は
、
こ
れ
を
機
に
次
の
施
策
を
早
急
に
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一

政
府
は
、
「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
」
を
踏
ま
え
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
を
日
本
列
島
北
部
周
辺
、
と
り

わ
け
北
海
道
に
先
住
し
、
独
自
の
言
語
、
宗
教
や
文
化
の
独
自
性
を
有
す
る
先
住
民
族
と
し
て
認
め
る
こ
と
。

二

政
府
は
、
「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、
同
宣
言
に
お
け
る
関
連
条
項

を
参
照
し
つ
つ
、
高
い
レ
ベ
ル
で
有
識
者
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
ア
イ
ヌ
政
策
を
更
に
推
進
し
、
総
合
的
な

施
策
の
確
立
に
取
り
組
む
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


